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美方町・村岡町・香住町合併協議会 

 



第９回美方町・村岡町・香住町合併協議会会議次第 

                 

                  と き：平成１６年６月９日(水)      

ところ：香住町文化会館  

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 会議の成立 

 

４ 会議録署名委員の指名               

                           

５ 議  題 

（１）報告事項 

報告第24号  第６回議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小

委員会について 

（２）協議事項 

協議第38号  議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

協議第39号  農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

協議第40号  水道・下水道事務事業の取扱い（その１）について 

協議第41号  福祉関係事務事業の取扱い（その１）について 

協議第42号  合併期日の変更について 

 

６ そ の 他 

第10回協議会の開催について 

（１）日  時 平成１６年７月６日（火）１３：３０～ 

（２）場  所 美方町総合センター 

（３）協議事項（予定） 

協議第43号  議会関係事務事業の取扱いについて 

協議第44号  住民関係事務事業の取扱いについて 

協議第45号  税務関係事務事業の取扱いについて 

協議第46号  建設関係事務事業の取扱いについて 

    協議第47号  財産の取扱い（その２）について 

協議第11号（継続）新町の名称について 

 

７ 閉  会

 



美方町・村岡町・香住町合併協議会委員・顧問名簿 

 

区  分 氏  名 職名・出身町 摘  要 

上 田
う え だ

節 郎
せ つ ろ う

 美方町長 副会長 

岩 槻
い わ つ き

 健
たけし

 村岡町長 会 長 

規約第８条第１

項 

１号委員 

（町長） 藤 原
ふ じ わ ら

久 嗣
ひ さ つ ぐ

香住町長 副会長（職務代理者）

吉 田
よ し だ

範 明
の り あ き

 美方町議会議長 議長 

本 城
ほ ん じ ょ う

繁 信
し げ の ぶ

 美方町議会議員  

谷 渕 栄 一
た に ぶ ち え い い ち

 村岡町議会議長 副議長 

板 坂
い た さ か

公 二
こ う じ

村岡町議会議員  

上 田
う え だ

 孝
たかし

香住町議会議長 副議長 

規約第８条第１項

２号委員 

（議長・議員） 

橘
たちばな

 秀 夫
ひ で お

香住町議会議員  

朝 倉
あ さ く ら

富 征
と み ゆ き

  

井 上
い の う え

一 郎
い ち ろ う

  

毛 戸
け ど

公 彦
き み ひ こ

 

中 村
な か む ら

治 泰
は る や す

  

水 間
み ず ま

徳 子
と く こ

 

美 方 町 

 

石 垣
い し が き

健 三
け ん ぞ う

  

井 上 源 一
い の う え げ ん い ち

 

小 谷
こ た に

道 子
み ち こ

  

西 尾 高 雄
に し お た か お

  

三 好 忠 男
み よ し た だ お

 

村 岡 町 

 

伊 藤
い と う

 誠
まこと

  

岡 田 久 子
お か だ ひ さ こ

 

柴 崎
し ば さ き

一 秀
か ず ひ で

 

中 村
な か む ら

 曉
さとる

  

規約第８条第１項

３号委員 

（学識経験者） 

村 瀬
む ら せ

晴 好
は る よ し

 

香 住 町 

 

中 村
な か む ら

 茂
しげる

 兵庫県議会議員  

丸 上
ま る が み

 博
ひろし

 兵庫県議会議員  

規約第９条第１

項 

顧 問 
西 村
に し む ら

良 二
り ょ う じ

 但馬県民局長  

 

 



報 告 第 ２ ４ 号 P １ ～ P ２

協 議 第 ３ ８ 号 P ３ ～ P ５

協 議 第 ３ ９ 号 P ６ ～ P ８

協 議 第 ４ ０ 号 P ９ ～ P ２ ９

協 議 第 ４ １ 号 P ３ ０ ～ P ３ ９

協 議 第 ４ ２ 号 P ４ ０ ～ P ４ １

会    議    資    料
資  料  索  引

第６回議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会
について

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて

福祉関係事務事業の取扱い（その１）について

合併の期日の変更について

水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）について

議会の議員の定数及び任期の取扱いについて

 



報告第２４号 

 

第６回議会の議員及び農業委員会の委員の 

任期等検討小委員会について 

 

 第６回議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会について報告す

る。 

 

   平成１６年６月９日報告 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

       会 長  岩  槻    健  

          

 

第６回議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会について 

 

 

 第６回議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会について、

同小委員会委員長から別紙のとおり報告があったので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日承認 
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平成１６年５月１７日 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

  会 長  岩 槻   健 様  

 

議会の議員及び農業委員会の委員の 

任期等検討小委員会 

委員長 石 垣 健 三 

 

第６回議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討 

小委員会の報告について 

 

第６回議会の議員及び農業委員会の委員の任期等検討小委員会を５月１４

日に開催したので、美方町・村岡町・香住町合併協議会小委員会設置規程第６

条の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１． 報告事項 

（１） 出席者 

１３名 

（２） 協議事項について 

１） 議会の議員の任期等の取扱いについて（継続） 

 

（３） 協議経過 

１） 議会の議員の任期等の取扱いについては、下記の事項を確認した。 

①  市町村の合併の特例に関する法律第６条及び第７条の特例は

適用せず、合併後５０日以内に設置選挙を行う。 

②  新町の議会の議員の定数は、２０人とする。 

③  設置選挙に限り、旧町の区域ごとに選挙区を設ける。 

④  各選挙区の定数は、次のとおりとする。 

美方町の区域３人、村岡町の区域６人、香住町の区域１１人 

2 



協議第３８号 

 

議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて提出する。 

 

   平成１６年６月９日提出 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

会 長   岩 槻    健           

 

 

 協定項目 

 

 

２－（３） 

 

 

議会の議員の定数及び任期の取扱い 

 

 

 

１．市町村の合併の特例に関する法律第６条及び第７条の特例は適用せず、

合併後５０日以内に設置選挙を行う。 

 

２．新町の議会の議員の定数は、２０人とする。 

 

３．設置選挙に限り、旧町の区域ごとに選挙区を設ける。 

 

４．各選挙区の定数は、次のとおりとする。 

  美方町の区域３人、村岡町の区域６人、香住町の区域１１人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日確認・継続協議  
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参   考   資   料 

協議項目    議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 協議細目

参考法令 内        容 

 

地方自治法  

第91条抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第93条抜粋 

 

 

公職選挙法(抄)

 第33条抜粋 

 

 

市町村の合併の

特例に関する法

律(抄) 

 第6条抜粋 

 

 

① 地方自治法及び公職選挙法の原則 

（市町村議会の議員の定数） －平成１５年１月１日から改正― 

第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 

２ 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、該当各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならな

い。 

  (5) 人口５万人未満の市及び人口２万人以上の町村  ２６人 

７ 第７条第１項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置

分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村（以下本条において「設置関係市町村」という。）は、設置関

係市町村が２以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が１のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あら

かじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 

 

 （議員の任期） 

第９３条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。 

 

（一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙） 

第３３条  

３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項の告示による当該市町村の設置の日から５０日

以内に行う。 

 

② 定数特例制度 

（議会の議員の定数に関する特例）  

第６条 新たに設置された合併市町村にあっては、地方自治法第９１条第２項（平成１５年１月１日から改正）の規定にかかわらず、

合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項

に規定する数の２倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなった

ときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。 
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参   考   資   料 

協議項目    議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 協議細目

参考法令 内        容 

 

市町村の合併の

特例に関する法

律(抄) 

 第7条抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

公職選挙法(抄)

 第15条抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公職選挙法施行

令(抄) 

 第9条抜粋 

 

③ 在任特例制度 

（議会の議員の在任に関する特例） 

第７条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併

関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において

、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第９１条の規定による定数を超えるときは、同条の規定

にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、こ

れに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第５項の規定

により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。 

（１） 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後２年を超えない範囲で当該協議で定める期間 

 

④ 議会の議員の選挙区 

（地方公共団体の議会の議員の選挙区） 

第１５条  

６ 市町村は特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第２５２条

の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）については、区の区域をもって選挙区とする。 

７ 第２項、第3項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区域、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地勢、交

通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。 

８ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事

情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。 

９ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

（人口に比例しない議員の定数） 

第９条 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区

において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。 
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協議第３９号 

 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて提出する。 

 

   平成１６年６月９日提出 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

会 長   岩 槻    健           

 

 

 協定項目 

 

 

２－（４） 

 

 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

 

 

 

１．市町村の合併の特例に関する法律第８条の特例は適用せず、合併後５０

日以内に設置選挙を行う。 

 

２．農業委員会を設置する単位は、新町に１つの農業委員会とする。 

 

３．新町の農業委員会の選挙による委員の定数は、２０人とする。 

 

４．美方町と村岡町を合わせた区域と香住町の区域の２つの選挙区を設け

る。 

 

５．各選挙区の定数は、有権者数割５０％、農地面積割５０％とし、次のと

おりとする。 

  美方町と村岡町を合わせた区域１２人、香住町の区域８人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日確認・継続協議 
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参 考 資 料 

協議項目    農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 協議細目

参考法令 内        容 

農業委員会等に

関する法律 

第３条抜粋 

 

 

 

 

第７条抜粋 

 

 

 

 

第１０条の２条

抜粋 

 

 

 

 

 

第１２条抜粋 

 

 

 

 

第１５条抜粋 

 

 

 

第３４条抜粋 

（設置）  

第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農地」という。）のない市町村には、農

業委員会を置かない。 

２ その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該 

市町村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。 

 

（選挙による委員）  

第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定

める基準に従い、１０人から４０人までの間で条例で定める。 

２ 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。 

 

（選挙の単位）  

第１０条の２  農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。 

２ 市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める

基準に従い、条例で、当該農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設けることができる。 

３ 前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなけれ

ばならない。 

 

（選任による委員）  

第１２条  市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。 

１  農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事（経営管理委員を置く農業協同組合にあっては、

理事又は経営管理委員）各１人 

２  当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者５人以内 

（委員の任期）  

第１５条  選挙による委員の任期は、３年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任

期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日

後に前任の委員がすべてなくなつたときはそのなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。 

 

（境界の変更の場合の特例）  

第３４条  市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の区域が、従前の市町村に設置

された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となって存続するものとし、

従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 
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参 考 資 料 

協議項目    農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 協議細目

参考法令 内        容 

農業委員会等に

関する法律施行

令 

第１条の３抜粋 

第１条の２抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条抜粋 

 

 

 

市町村の合併の

特例に関する法

律 

第８条抜粋 

 

（２以上の農業委員会を置くことができる市町村）  

第１条の３  法第３条第２項 の政令で定める市町村は、その区域の面積が２万４千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面

積が７千ヘクタールを超える市町村とする。 

 

（選挙による委員の定数の基準）  

第１条の２  農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりと

する。 

区      分 定数の基準 

一 (一) その区域内の農地面積が１千３百ヘクタール以下の農業委員会 

(二) １０アール（北海道にあつては、３０アール）以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその

区域内における世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農

業生産法人（農地法第２条第７項 に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。）の数の合計数（以下

「基準農業者数」という。）が千百以下の農業委員会 

２０人以下 

二 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人以下 

三 その区域内の農地面積が５千ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が６千を超える農業委員会 ４０人以下 

 

（選挙区の基準）  

第５条  法第１０条の２第２項 の規定により農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべ

ての選挙区につき、その区域内の農地面積が５００ヘクタール以上となるか、又は基準農業者数が６００以上となるようにしなければ

ならない。      ※基準農業者数：一定規模(10a)以上の農地につき耕作を営む農家世帯数および農業生産法人の数の合計 

 

（農業委員会の委員の任期等に関する特例）  

第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有するこ

ととなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあつては８０を超えず１０を下らない範囲で定めた

数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては４０を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間

引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係

市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められ

た数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。 

１ 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後一年を超えない範囲で当該協議で定める期間 

２ 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間 
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協議第４０号 

 

水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）について 

 

 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）について提出する。 

 

   平成１６年 ６月 ９日提出 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

会 長   岩 槻    健 

 

 

 協定項目 

 

３－（12） 

⑫ 

各種事務事業の取扱い 

水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１） 

１．水道に関すること 

 (１)上水道施設は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 

 (２)簡易水道施設は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 

 (３)加入金(分担金)は、合併時に香住町の上水道の例により統一する。 

 

 (４)使用料は、平成２０年度を目途に統一する方向で調整する。 

 

２．下水道に関すること 

 (１)下水道施設は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 

 (２)受益者負担金(分担金)は、合併時に香住町の例により再編する。 

 

 (３)使用料は、平成２０年度を目途に統一する方向で調整する。 

 

 

平成  年  月  日確認・継続協議  
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協議細目

現況比較表

上水道施設 １．上水道 １．上水道 １．上水道

該当なし 該当なし

簡易水道施設 ２．簡易水道 ２．簡易水道 ２．簡易水道

南部健康高原コテージ、
炊事棟、管理棟及び尼崎
市立美方高原自然の家、
既設配水管からの給水が
可能な一般住宅区域

給水区域

区 分 南部高原（特設）水道

ｍ3

職 員 数 (9) 人

年間総有収水量 94,250

ｍ3

一日最大配水量 450 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 97,172

職 員 数 3 人

主 要 施 設
配水池　　　　　１１ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

一日最大配水量 1,984 ｍ3/日

年間総有収水量 272,696 ｍ3

配 水 能 力 1,000 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 317,096 ｍ3

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

区 分 美方町簡易水道

計 画 給 水 人 口 2,800 人

給 水 人 口 2,637 人

職 員 数 3 人

年間総有収水量 20,557 ｍ3

年 間 総 配 水 量 22,970 ｍ3

一日最大配水量 150 ｍ3/日

給 水 人 口 248 人

配 水 能 力 163 ｍ3/日

区 分 柤岡簡易水道

計 画 給 水 人 口 425 人

職 員 数 (9) 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　２ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

一日最大配水量 979 ｍ3/日

年間総有収水量 168,842 ｍ3

区 分 佐津簡易水道

計 画 給 水 人 口 1,210 人

給 水 人 口 1,208 人

配 水 能 力 546 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 188,942 ｍ3

給 水 人 口 61 人

長井簡易水道

計 画 給 水 人 口 980 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　２ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

区 分 丸味簡易水道

計 画 給 水 人 口 117 人

配 水 能 力 36 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 4,147 ｍ3

一日最大配水量 27 ｍ3/日

年間総有収水量 2,849 ｍ3

職 員 数 (3) 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

配水池　　　　　　６ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

ｍ3

円

円

人9

給 水 原 価 121.44

114.92

香住町上水道

人

人

ｍ3/日

ｍ3

ｍ3/日

年間総有収水量

職 員 数

主 要 施 設

14,000

9,821

10,500

1,990,869

11,384

1,785,483

一日最大配水量

供 給 単 価

美方町 村岡町 香住町

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

区 分

計 画 給 水 人 口

配 水 能 力

年 間 総 配 水 量

給 水 人 口

区 分

給 水 人 口 901 人

配 水 能 力 210 ｍ3/日
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協議細目

現況比較表

簡易水道施設 （続き） （続き）

一日最大配水量 651 ｍ3/日

93,348 ｍ3年間総有収水量

配 水 能 力 986 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 101,617 ｍ3

職 員 数 (9) 人

年間総有収水量 6,144 ｍ3

区 分 訓谷簡易水道

主 要 施 設
配水池　　　　　　２ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

計 画 給 水 人 口 1,875 人

給 水 人 口 1,524 人

区 分 高区簡易水道

主 要 施 設
配水池　　　　　　８ヶ所
浄水場　　　　　　３ヶ所

職 員 数 (3) 人

年間総有収水量

配 水 能 力 1,600 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 214,195 ｍ3

一日最大配水量 1,320

年間総有収水量

職 員 数 人

ｍ3/日

175,927 ｍ3

配水池　　　　　　８ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

(3)

主 要 施 設

職 員 数 (9) 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

計 画 給 水 人 口 1,500 人

給 水 人 口 426 人

年 間 総 配 水 量 6,725 ｍ3

一日最大配水量 65 ｍ3/日

給 水 人 口 76 人

配 水 能 力 22 ｍ3/日

区 分 御崎簡易水道

計 画 給 水 人 口 110 人

304,114 ｍ3

年 間 総 配 水 量 375,749 ｍ3

一日最大配水量 1,509 ｍ3/日

給 水 人 口 2,764 人

配 水 能 力 1,395 ｍ3/日

区 分 中区簡易水道

計 画 給 水 人 口 3,556 人

職 員 数 (9) 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　２ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

一日最大配水量 428 ｍ3/日

年間総有収水量 100,127 ｍ3

配 水 能 力 310 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 115,264 ｍ3

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

区 分 余部簡易水道

計 画 給 水 人 口 1,120 人

給 水 人 口 919 人

職 員 数

年間総有収水量 11,345 ｍ3

人(3)

年 間 総 配 水 量 14,066 ｍ3

一日最大配水量 92 ｍ3/日

給 水 人 口 154 人

配 水 能 力 68 ｍ3/日

区 分 山田簡易水道

計 画 給 水 人 口 320 人

村岡町 香住町

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

美方町
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協議細目

現況比較表

簡易水道施設 （続き）

一日最大配水量 140 ｍ3/日

16,702 ｍ3

配 水 能 力 72 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 14,255 ｍ3

年 間 総 配 水 量 13,439 ｍ3

一日最大配水量 71 ｍ3/日

給 水 人 口 161 人

配 水 能 力 31 ｍ3/日

区 分 守柄簡易水道

計 画 給 水 人 口 140 人

年間総有収水量

職 員 数

配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

(9)

主 要 施 設

上射添簡易水道

1,248

主 要 施 設

912 人

配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

ｍ3/日

ｍ3/日

人

区 分

計 画 給 水 人 口

給 水 人 口

職 員 数

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

人

配 水 能 力 432 ｍ3/日

(3) 人 職 員 数 (9)

年 間 総 配 水 量 121,618 ｍ3

一日最大配水量 625 ｍ3/日

240 人

区 分

配 水 能 力 200 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 43,599 ｍ3

人

13,475 ｍ3

給 水 人 口 183 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

安木簡易水道

計 画 給 水 人 口

職 員 数 (3) 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　２ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

年間総有収水量

ｍ3/日

39,803 ｍ3

一日最大配水量 284

給 水 人 口 501

主 要 施 設
配水池　　　　　　４ヶ所
浄水場　　　　　　２ヶ所

低区簡易水道

人

計 画 給 水 人 口 970 人

配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

職 員 数

ｍ3/日

年間総有収水量 2,323 ｍ3 年間総有収水量 13,881 ｍ3

17 57一日最大配水量

ｍ3/日

12,860 ｍ3

人

年間総有収水量

職 員 数 (9)

110

年 間 総 配 水 量 2,634 ｍ3 年 間 総 配 水 量

配 水 能 力

一日最大配水量

人

区 分

11 配 水 能 力

主 要 施 設

(3)

96,525 ｍ3年間総有収水量

人

給 水 人 口 34 人 給 水 人 口 156 人

56 人 計 画 給 水 人 口 250計 画 給 水 人 口

美方町 村岡町 香住町

区 分 作山簡易水道 区 分 畑簡易水道
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協議細目

現況比較表

簡易水道施設 （続き） （続き）

2,489 ｍ3

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

職 員 数 (9) 人

年間総有収水量

一日最大配水量 10 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量

2,554 ｍ3

2,604 ｍ3

(9) 人

配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

22 人

三川簡易水道

2,892 ｍ3

一日最大配水量 12 ｍ3/日

41 人

配 水 能 力 10 ｍ3/日

大梶簡易水道

計 画 給 水 人 口 52 人

区 分

配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

年間総有収水量

職 員 数 (3) 人

2,333 ｍ3

主 要 施 設

配 水 能 力 7 ｍ3/日

職 員 数 (3) 人

給 水 人 口

計 画 給 水 人 口 40 人

区 分

主 要 施 設

職 員 数

職 員 数

年間総有収水量

給 水 人 口

年 間 総 配 水 量

一日最大配水量

(9) 人

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

職 員 数 (3) 人

ｍ3

16,047 ｍ3

一日最大配水量 22

年間総有収水量 3,200 ｍ3 年間総有収水量

ｍ3/日

配 水 能 力

71 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 3,381 ｍ3 年 間 総 配 水 量

85 ｍ3/日

16,015

75 人

配 水 能 力 15 ｍ3/日

相谷簡易水道

170 人

給 水 人 口 55 人 給 水 人 口 135 人

計 画 給 水 人 口

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

計 画 給 水 人 口

美方町 村岡町 香住町

区 分 用野簡易水道 区 分

参　　考　　資　　料

区 分 境簡易水道

計 画 給 水 人 口 76 人

人

給 水 人 口 37 人

計 画 給 水 人 口 60

ｍ3

ｍ3/日

ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 2,334 ｍ3

一日最大配水量 15

配 水 能 力 12

年間総有収水量

給 水 人 口 49 人

区 分 和佐父簡易水道

1,804 ｍ3

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場　　　　　　１ヶ所

一日最大配水量 20 ｍ3/日

配 水 能 力 19 ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 3,012

13 



協議細目

現況比較表

簡易水道施設 （続き）

人

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

職 員 数 (9)

本見塚簡易水道

主 要 施 設
配水池　　　　　　１ヶ所
浄水場（消毒のみ）１ヶ所

年間総有収水量 425 ｍ3

一日最大配水量 － ｍ3/日

年 間 総 配 水 量

ｍ3/日

人

給 水 人 口 4 人

計 画 給 水 人 口

区 分

－

－

511 ｍ3

配 水 能 力

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

人職 員 数

15 ｍ3/日

年間総有収水量 2,906 ｍ3

一日最大配水量

(9)

ｍ3/日

年 間 総 配 水 量 3,270 ｍ3

配 水 能 力 11

美方町 村岡町 香住町

区 分 土生簡易水道

計 画 給 水 人 口 56 人

給 水 人 口 33 人
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協議細目

現況比較表

水道加入金等 １．加入金（分担金） １．加入金（分担金） １．加入金（分担金）

（分担金） 　①新設加入金 （単位：円） 　①新設加入金 （単位：円） 　①新設分担金 （単位：円）

　②改造の場合の加入金 ②増径の場合の加入金 　②増径分担金

　新口径にかかる新設加入金と旧口径にかかる加入金の 　新口径にかかる新設加入金と旧口径にかかる加入金の 　新口径にかかる新設分担金と旧口径にかかる新設分担

差額 差額 金の差額

※　給水装置の新設又は改造（メーターの口径を増す場合に ※　消費税相当額を含む。 ※　給水装置の新設及び改造工事（メーター口径を増す場合

　限る。以下同じ。）の申込者は上に定める金額に１００分 　に限る。以下同じ。）の申込者は上に定める額に１００分

　の１０５を乗じて得た額を加入金として納入しなければな 　の１０５を乗じて得た金額を分担金として納入しなければ

　らない。 　ならない。

香住町

簡易水道

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

口径（㎜）

美方町 村岡町

上水道

25

口径（㎜） 上水道

50

13 －

20 －

－

75

30

40

－

－

－

100 以上

－

－ 200,000

300,000

町長が定める額

120,000

160,000

100,000

簡易水道

－ 63,000

口径（㎜）

20

80,000

80,000

13

25

50

－ 105,000

75

40

30

625,000

20

－ 126,000

－

－ 84,000

30

100

－ 210,000

40157,500

50

75－ 315,000

以上

簡易水道

13 60,000 60,000

上水道

100,000 100,000

25 200,000 200,000

〃

その都度町長が定める

その都度町長が定める

900,000 〃

2,200,000 〃

〃

425,000

15 



現況比較表

水道使用料 １．料金 １．料金 １．料金

①美方町簡易水道 ①村岡町簡易水道 ①香住町上水道、簡易水道

　　１～　１０

　１１～　３０

　３１～１００

１０１～３００

３０１以上

②美方町南部健康高原特設水道

〔備考〕 ②私設消火栓

　料金は計量給水料金とし、１か月につき上表の区分に定める

基本料金と超過料金とを合算した額に１００分の１０５を乗じ

て得た額とする。ただし、料金の確定金額に１円未満の端数が 40 ㎜まで

あるときは、その端数金額は切り捨てる。 50

〔軽減又は免除〕 75

　町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、こ

の条例によって納入しなければならない料金、手数料、その他 〔備考〕

の費用を軽減又は免除することができる。 　料金は、１か月につき上表①の基本料金（私設消火栓につい

ては上表②の給水準備料とする。）と水量料金の合計額に１００

分の１０５を乗じて得た金額とする。この場合において、その

額に１円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てる

〔備考〕 ものとする。

　料金は計量給水料金とし、１か月につき上表の区分に定める 〔軽減又は免除〕

基本料金と超過料金とを合算した額に１００分の１０５を乗じ 　町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、こ

て得た額とする。ただし、料金の確定金額に１円未満の端数が の条例によって納付しなければならない料金、手数料、分担金、

あるときは、その端数金額は切り捨てる。 工事負担金その他の費用を軽減又は免除することができる。

〔軽減又は免除〕

　町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、こ

の条例によって納入しなければならない料金、手数料、その他

の費用等を軽減、免除又は延納させることができる。

700

410

金額口径

350

全　　　　　域

超過料金

10 1,500

基本料金
（円） 使用水量

（ｍ3）

基本料金
（円）

40

50

口径
㎜

全　　　　　域

1,100

超過料金

20

給水準備料

13

口径
㎜

30

基本水量
（ｍ3） 料金

（円）

25

10

基本水量
（m3）

香住町美方町 村岡町

全　　　　　域

基本料金
円 使用水量

（ｍ3）
１ｍ3につき

（円）

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

75

130

13

20

25

30

40

50

75 50 10,000

11～20以下

21～50以下

51～80以下

81～

1,500

40 8,000

10

160

使用水量
（ｍ3）

１ｍ3につき
（円）

140

130

1

150

2,400

20 3,500

15

30 5,400

口径
㎜

13

20

25

30

40

50

水量料金

550 45

1,050 75

1,500 105

2,800 125

3,500 135

5,100

100 18,300

75 11,500

口径
㎜

南部健康高原

基本水量
（ｍ3）

基本料金
（円）

超過料金

使用水量
（ｍ3）

１ｍ3に
つき

（円）

 11～200

1001以上

75

50

13

10 2,00030 601～800

40 801～1000

20 201～400

25 401～600

250

260

210

220

230

240
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協議細目

水道使用料 水道・簡易水道料金の現況比較
（口径１３㎜の場合の比較）

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

※消費税抜き

水道整備状況 水道・簡易水道整備状況について

　整備済 なし

　高区簡易水道整備 　・中区簡易水道整備　（１７～１９年度）

（Ｈ１４～Ｈ１６年度） 　・上射添簡易水道整備（Ｈ１８年度）

・浄水場の建設（県道バイパス関連）

　整備済

　整備済 なし

美方町 村岡町 香住町

事業種別
整備状況

現在の状況 今後の計画

水量

6,700

9,300

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

美
方
町

簡易水道

町名

村
岡
町

簡易水道

香
住
町

上水道

簡易水道

10

20

30

40

100

1,500

4,100

美方町

50

60

2,800 2,400 1,750

90

70

80

3,800 2,500

5,400 5,200 3,550

6,600 4,600

8,000 8,100 5,650

9,600 6,700

10,600 11,100 7,750

12,700 8,800

13,200 14,300 9,850

11,900

村岡町 香住町 料金最大差

5001,100 1,000

1,050

1,600

1,850

3,900

4,450

2,100

2,450

2,900

3,350

17 



協議細目

現況比較表

下水道施設 １．公共下水道（特環含む） １．公共下水道（特環含む） １．公共下水道（特環含む）

全
体
計
画

面 積 ７７ｈａ

人 口 ３，３４０人

処 理 能 力 １，４４０ｍ3／日

処 理 方 式 ＯＤ法

排 除 方 式 分流式

処 理 区 名 美方北処理区

処 理 場 名 美方北浄化センター

全
体
計
画

面 積 ２０ｈａ

人 口 １，８７０人

処 理 能 力 ７５０ｍ3／日

処 理 方 式 回分式活性汚泥法

排 除 方 式 分流式

処 理 区 名 大笹処理区

処 理 場 名 大笹浄化センター

１，３３０ｍ3／日

処 理 方 式 ＯＤ法

処 理 方 式 ＯＤ法ＯＤ法

ＯＤ法

ＯＤ法

排 除 方 式 分流式

処 理 区 名 兎塚処理区

処 理 場 名 兎塚浄化センター

全
体
計
画

面 積 ４９ｈａ

人 口 ２，８７０人

処 理 能 力

２，１００人

処 理 能 力 １，０１０ｍ3／日

排 除 方 式 分流式
全
体
計
画

面 積

人 口

処 理 方 式

７５ｈａ

柴山浄化センター

処 理 能 力 １，１００ｍ3／日

処 理 区 名 射添処理区

処 理 能 力 １，５５１ｍ3／日

処 理 場 名 射添浄化センター

処 理 区 名

処 理 区 名 佐津処理区

処 理 場 名 佐津浄化センター

柴山処理区

処 理 方 式 ＯＤ法

排 除 方 式 分流式
全
体
計
画

面 積 ３３ｈａ

人 口 ２，８００人

処 理 場 名

処 理 区 名 村岡処理区

処 理 場 名 村岡浄化センター

排 除 方 式 分流式
全
体
計
画

面 積 １２０ｈａ

人 口 ３，３００人

処 理 方 式

処 理 方 式

排 除 方 式 分流式
全
体
計
画

面 積 ４９ｈａ

人 口 ２，５５０人

処 理 能 力 ２，０００ｍ3／日

２６０ｈａ

１３，２００人

１０，０００ｍ3／日

排 除 方 式
全
体
計
画

面 積

人 口

処 理 能 力

処 理 区 名 香住処理区

分流式

処 理 場 名 香住浄化センター

美方町 村岡町 香住町

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

18 



協議細目

現況比較表

下水道施設 ２．農業集落排水 ２．農業集落排水 ２．農業集落排水

３．コミュニティプラント ３．コミュニティプラント ３．コミュニティプラント

該当なし 該当なし

奥佐津浄化センター

処 理 方 式

排 除 方 式
全
体
計
画

人 口 １，６１０人

処 理 能 力 ５３２ｍ3／日

ＪＡＲＵＳⅩⅥ型

分流式

２１０人

処 理 能 力 ５６．７ｍ3／日

処 理 場 名

４．３ｈａ

山田浄化センター

ＪＡＲＵＳⅩⅣ型

分流式

処 理 場 名

面 積

処 理 方 式 ＪＡＲＵＳⅩⅥ型

排 除 方 式 分流式

処 理 方 式

排 除 方 式
全
体
計
画

人 口

処 理 区 名 美方南処理区

処 理 場 名 美方南浄化センター

全
体
計
画

面 積 １６ｈａ

人 口 ５３６人

処 理 能 力 １８７ｍ3／日

処 理 方 式 長時間ばっ気

排 除 方 式 分流式

全
体
計
画

面 積 ２２ｈａ

人 口 １，３９０人

処 理 能 力 ４０５ｍ3／日

３１４ｍ3／日

分流式

面 積 １６ｈａ

排 除 方 式

人 口 ７３６人

全
体
計
画 処 理 能 力

処 理 方 式 長時間ばっ気

処 理 場 名 長井北浄化センター

処 理 区 名 長井北処理区

２４８ｍ3／日

１０ｈａ

人 口 ７５０人

全
体
計
画

面 積

処 理 能 力

全
体
計
画

面 積 ３ｈａ

処 理 能 力 ２６．４ｍ3／日

人 口 ８０人

処 理 方 式 ＪＡＲＵＳⅢ型

排 除 方 式 分流式 排 除 方 式 分流式

処 理 方 式 ＪＡＲＵＳ－Ｓ型

処 理 区 名 長井南処理区

処 理 場 名 神場浄化センター 処 理 場 名 長井南浄化センター

処 理 区 名 神場処理区

面 積 ２０ｈａ

処 理 区 名 安木処理区

処 理 場 名 安木浄化センター

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

美方町 村岡町 香住町

処 理 区 名 奥佐津処理区処 理 区 名 山田処理区

19 



協議細目

現況比較表

下水道施設 ３．コミュニティプラント（続き）

４．漁業集落排水

処 理 場 名 余部浄化センター

５７ｍ3／日

処 理 区 名 余部処理区

全
体
計
画

面 積 ２ｈａ

人 口 １１２人

処 理 能 力

御崎浄化センター

長時間ばっ気

排 除 方 式 分流式

処 理 方 式

処 理 場 名

７ｈａ

処 理 能 力 １３９ｍ3／日

排 除 方 式
全
体
計
画

人 口

面 積

４２１人

接触ばっ気

分流式

処 理 場 名 鎧浄化センター

処 理 方 式

処 理 区 名 鎧処理区

人 口 ３２７人

処 理 能 力 １４５ｍ3／日

全
体
計
画

面 積 ３ｈａ

排 除 方 式 分流式

処 理 方 式 長時間ばっ気

相谷処理区

処 理 場 名 相谷浄化センター

処 理 区 名

５３４ｍ3／日

全
体
計
画

面 積

処 理 能 力

３０ｈａ

１，３４９人人 口

処 理 方 式 長時間ばっ気

排 除 方 式 分流式

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

美方町 村岡町 香住町

処 理 区 名 御崎処理区

20 



協議細目

現況比較表

下水道施設 ５．小規模集合排水 ５．小規模集合排水 ５．小規模集合排水

該当なし 該当なし

６．合併処理浄化槽 ６．合併処理浄化槽 ６．合併処理浄化槽

集合処理区域外 集合処理区域外

該当なし

７．個別配水処理 ７．個別配水処理 ７．個別配水処理

該当なし 該当なし

計 46 167

長瀬 4 17

境 1 2

三　川 4

計 26

本見塚 3

土　生 10

地　　　区 世帯（戸）

大　梶 9

味取 4 14

入江 1 4

丸味 11 36

口大谷 1 2

日影 1 4

光陽 20 80

高井 1 3

地　　　区 世帯（戸） 人口（人）

水上 2 5

猪　之　谷 4 13

計 16 53

久　須　部 5 15

大　　　谷 2 6

鍛　治　屋 1 2

貫　　　田 1 1

平　　　野 1 6

美方町

地　　　区 世帯（戸） 人口（人）

水　　　間 2 10

村岡町 香住町

処 理 区 名 境処理区

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

処 理 場 名 境浄化センター

処 理 方 式 凝集剤添架型硝化液循環活性汚泥方式

排 除 方 式 分流式
全
体
計
画

面 積 １ｈａ

人 口 ９４人

処 理 能 力 １８．７ｍ3／日

処 理 区 名 作山処理区

処 理 場 名 作山浄化センター

処 理 方 式 凝集剤添架型膜別離活性汚泥方式

排 除 方 式 分流式
全
体
計
画

面 積 １ｈａ

人 口 １１５人

処 理 能 力 ２２．９ｍ3／日
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協議細目

現況比較表

受益者負担金 １．公共下水分担金（特環含む） １．公共下水分担金（特環含む） １．公共下水分担金（特環含む）

（分担金） 　①一般住宅　１単位　１０万円＋２０万円 　①一般住宅　１単位　１８万円 　１口あたり　４０万円（最高限度額）

（公共桝ｎ個の場合１０万円×ｎ＋２０万円） 　②一般住宅以外の建築物　別途算出基準 　〔事業費の9%の範囲内とし、負担金(分担金)の算出は口数とする。〕

　②一般住宅以外の建築物　別途算出基準

　※基礎となる口数

（１）専用住宅　１口

（２）集合住宅　入居可能戸数に0.5を乗じて得られた数の口数

（３）その他の施設　１口に別表に掲げる年間使用水量区分ごとに

　　定める口数を加算した口数。ただし、年間使用水量が３６０ｍ3

　　未満の施設は、口数の加算は行わない。

【別表】年間使用水量（ｍ3） 口数

　　　３６０以上　１，０００未満 ０．５

　１，０００以上　３，０００未満 １．０

　３，０００以上　５，０００未満 １．５

　５，０００以上１０，０００未満 ２．０

１０，０００以上 ２．５

２．農業集落排水分担金 ２．農業集落排水分担金 ２．農業集落排水分担金

　公共下水分担金と同じ 　公共下水分担金と同じ 　公共下水分担金と同じ

３．コミュニティプラント分担金 ３．コミュニティプラント分担金 ３．コミュニティプラント分担金

　該当なし 　該当なし 　公共下水分担金と同じ

４．漁業集落排水分担金 ４．漁業集落排水分担金 ４．漁業集落排水分担金

　該当なし 　該当なし 　公共下水分担金と同じ

５．小規模集合排水分担金 ５．小規模集合排水分担金 ５．小規模集合排水分担金

　該当なし 　公共下水分担金と同じ 　該当なし

６．個別排水分担金 ６．個別排水分担金 ６．個別排水分担金

　該当なし 　該当なし （１）専用住宅　４０万円（最高限度額）

（２）集合住宅　入居可能戸数に２０万円を乗じて得られた額

（３）その他の施設　別表に掲げる年間使用水量区分ごとに定める額

【別表】年間使用水量（ｍ3） 最高額

　　　　　　　　　　　３６０未満 　４０万円

　　　３６０以上　１，０００未満 　６０万円

　１，０００以上　３，０００未満 　８０万円

　３，０００以上　５，０００未満 １００万円

　５，０００以上１０，０００未満 １２０万円

１０，０００以上 １４０万円

村岡町 香住町

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

美方町
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協議細目

現況比較表

下水道使用料 １．料金体系 １．料金体系 １．料金体系

　集合処理区 　集合処理区 ①集合処理区

　１０ｍ3を超え 　１０ｍ3を超え 　１０ｍ3を超え

　３０ｍ3以下の分 　２０ｍ3以下の分 　５０ｍ3以下の分

　３０ｍ3を超え 　２０ｍ3を超え 　５０ｍ3を超え

　５０ｍ3以下の分 　５０ｍ3以下の分 ２００ｍ3以下の分

　５０ｍ3を超え 　５０ｍ3を超え ２００ｍ3を超え

１００ｍ3以下の分 　８０ｍ3以下の分 ５００ｍ3以下の分

１００ｍ3を超え 　８０ｍ3を超え ５００ｍ3を超える分

２００ｍ3以下の分 １１０ｍ3以下の分

２００ｍ3を超え １１０ｍ3を超え ※使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に

５００ｍ3以下の分 １５０ｍ3以下の分 応じ、上記により算出した合計額に、１．０５を乗じて得た額と

５００ｍ3を超えるもの １５０ｍ3を超え する。（１円未満切り捨て）

２００ｍ3以下の分 ②個別排水処理区

２００ｍ3を超える分

※使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に

応じ、上記により算出した合計額に、１．０５を乗じて得た額と

する。（１円未満切り捨て） ※使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に

応じ、上記により算出した合計額に、１．０５を乗じて得た額と

する。（１円未満切り捨て）

※使用料の額は、接続した処理施設の人槽の区分に応じ上記に

より算出した合計額に、１．０５を乗じて得た額とする。

（１円未満切り捨て）

２．使用料等の減免 ２．使用料等の減免 ２．使用料等の減免

　　町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、こ 　　町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、こ 　　町長は、公益上その他特別の事情があるときは、この条例で

　の条例により徴収する使用料、手数料又は占用料を減免するこ 　の条例により徴収する使用料、手数料又は占用料を減免するこ 　定める使用料等を減免することができる。

　とができる。 　とができる。

人槽

１０ｍ3以下

１，４００
円

400

200

230

260

290

320

使用水量
（ｍ3）

１ｍ3につき
（円）

１０ｍ3以下

１，８００
円

360

360

420

１０ｍ3以下

１，４００
円

180

240

使用水量
（ｍ3）

超過使用料金基本料金
（１戸１
月）

140

１ｍ3につき
（円）

１ｍ3につき
（円）

240

270

200

190

300

基本料金
（１戸１
月）

基本料金
（１戸１

月）

超過使用料金

月額料金（円）

村岡町 香住町

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

美方町

超過使用料金

使用水量
（ｍ3）

７人槽

８人槽

3,600

4,000

4,200

4,300

５人槽

６人槽
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協議細目

下水道使用料 下水道料金の現況比較

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

※消費税抜き

100 19,800 23,900 19,400

3,600

4,500

80 15,000 18,100 15,400

90 17,400 21,000 17,400

2,900

3,100

60 10,200 12,900 11,400

70 12,600 15,500 13,400

2,500

2,700

40 6,000 8,000 7,500

50 7,800 10,300 9,400

2,000

30 4,200 5,700 5,600

水量 美方町 村岡町 香住町

10 1,400 1,400 1,800

20 2,800 3,400 3,700 900

料金最大
格差

400

1,500

香住町

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い

美方町 村岡町
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協議細目

１．下水道整備状況について

平成２３年度まで

※　　　　　　は、整備計画（実施済）期間を表す。　　は、供用開始時期を表す。

余部

御崎

個
別

集
合
処
理
区

個別排水

漁業集落
排水

公共下水
道(公共)

公共下水
（特環）

香住

佐津

柴山

香
住
町

奥佐津

長井南

長井北

安木

農業集落
排水

コミュニ
ティプラ
ント

相谷

鎧

個別地区

合併処理
浄化槽

個別地区

大笹

村岡

射添

境

山田

美
方
町

公共下水
道(特環)

農業集落
排水

集
合
処
理
区

村
岡
町

集
合
処
理
区

個
別

Ｈ６

美方北

Ｈ４

神場

美方南

Ｈ５

合併処理
浄化槽

個別地区
個
別

作山

小規模集
合排水

兎塚

公共下水
道(特環)

農業集落
排水

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

整備年度
地区名事業種別町名

Ｈ２１Ｈ１１Ｈ１２Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ２２Ｈ１３Ｈ１４Ｈ１５Ｈ１６ Ｈ２０Ｈ１７Ｈ１８Ｈ１９
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(参考資料)

水道料金と下水道料金の合計額の比較

(水道口径１３ｍｍの場合)

上水 下水 計 上水 下水 計 上水 下水 計

10 ｍ3 1,500 1,400 2,900 1,100 1,400 2,500 1,000 1,800 2,800

20 ｍ3 2,800 2,800 5,600 2,400 3,400 5,800 1,750 3,700 5,450

30 ｍ3 4,100 4,200 8,300 3,800 5,700 9,500 2,500 5,600 8,100

40 ｍ3 5,400 6,000 11,400 5,200 8,000 13,200 3,550 7,500 11,050

50 ｍ3 6,700 7,800 14,500 6,600 10,300 16,900 4,600 9,400 14,000

60 ｍ3 8,000 10,200 18,200 8,100 12,900 21,000 5,650 11,400 17,050

70 ｍ3 9,300 12,600 21,900 9,600 15,500 25,100 6,700 13,400 20,100

80 ｍ3 10,600 15,000 25,600 11,100 18,100 29,200 7,750 15,400 23,150

90 ｍ3 11,900 17,400 29,300 12,700 21,000 33,700 8,800 17,400 26,200

100 ｍ3 13,200 19,800 33,000 14,300 23,900 38,200 9,850 19,400 29,250

(水道口径２０ｍｍの場合)

上水 下水 計 上水 下水 計 上水 下水 計

10 ｍ3 1,500 1,400 2,900 1,500 1,400 2,900 1,500 1,800 3,300

20 ｍ3 2,800 2,800 5,600 2,800 3,400 6,200 2,250 3,700 5,950

30 ｍ3 4,100 4,200 8,300 4,200 5,700 9,900 3,000 5,600 8,600

40 ｍ3 5,400 6,000 11,400 5,600 8,000 13,600 4,050 7,500 11,550

50 ｍ3 6,700 7,800 14,500 7,000 10,300 17,300 5,100 9,400 14,500

60 ｍ3 8,000 10,200 18,200 8,500 12,900 21,400 6,150 11,400 17,550

70 ｍ3 9,300 12,600 21,900 10,000 15,500 25,500 7,200 13,400 20,600

80 ｍ3 10,600 15,000 25,600 11,500 18,100 29,600 8,250 15,400 23,650

90 ｍ3 11,900 17,400 29,300 13,100 21,000 34,100 9,300 17,400 26,700

100 ｍ3 13,200 19,800 33,000 14,700 23,900 38,600 10,350 19,400 29,750

美方町 村岡町 香住町
水量

水量
美方町 村岡町 香住町
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協議細目

先進事例 養父市 （上水道）
　１．上水道施設については、現行のまま新市へ引き継ぐ。
　２．簡易水道施設については、現行のまま新市へ引き継ぐ。
　３．加入金については、八鹿町の例による。
　４．使用料については、新市に移行後５年を目途に随時調整する。
（下水道）
　１．下水道施設については、現行のまま新市へ引き継ぐ。
　２．加入金については、当分の間現行どうりとし、随時調整する。
　３．工事負担金については、現在整備中の地域もあるため、新市に移行後、当分の間現行どおりとし、随時調整する。
　４．使用料金については、事業継続地域があるため、新市に移行後、当分の間現行どおりとし、随時調整する。
　５．合併浄化槽等の設置に対する補助は、養父町の例による。

朝来市 （上水道）
　１．水道使用料等に関すること
　（１）量水器の取り扱いについては、合併時に和田山町、山東町、朝来町の制度に統合する。
　（２）上水道、簡易水道の水道使用料については、和田山町の制度を基に口径別料金制、段階別従量制を採用し、合併時に
　　　次のとおり統一する。ただし、水道事業の健全な運営を図るため、合併後３年目から順次水道料金の見直しを行う。
　２．給水加入金に関すること
　（１）給水加入金については、合併時に和田山町の制度に統合し、次のとおりとする。

     口 径      金 額
13mm 100,000円
20mm 160,000円
25mm 260,000円
40mm 600,000円
50mm 1,000,000円
75mm 2,500,000円
100mm 4,000,000円

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）

給水加入金〔消費税込み〕
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協議細目

先進事例
朝来市 　３．検針及び料金徴収に関すること

　（１）検針時期及び請求月については、合併時から毎月検針、翌月請求とし、漏水の早期発見に努める。
　　　検針日については、合併時までに調整する。
（下水道）
　１．合併処理浄化槽に関すること
　（１）設置促進補助金については、合併時に和田山町の制度に統合する。
　（２）維持管理補助金については、合併時に和田山町の制度に統合する。
　　　ただし、合併時までに生野町において一括で補助金を受けている者に対しては、更新時までは交付を行わない。
　２．新規加入分担金に関すること
　（１）新規加入分担金については、合併時に朝来町の額に統合し、１口６００，０００円とする。
　　　ただし、和田山町東河処理区の弥生が丘団地の取り扱いについては、現行のまま新市に引き継ぐ。
　　　また、和田山町和田山処理区の事業継続区域の取り扱いについても、現行のまま新市に引き継ぐ。
　（２）本管新設に伴う費用負担については、農業集落排水及びコミュニティプラントの処理区域の見直しをするとともに、
　　　区域内を新市の負担、区域外を設置者または開発者の負担とする。
　（３）公共桝の設置に伴う費用負担については、合併時に和田山町、朝来町の制度に統合する。
　３．施設の維持管理に関すること
　（１）施設の維持管理については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、新市において、全ての下水道施設を新市の管理と
　　　する方向で各管理組合と調整する。
　４．下水道使用料に関すること
　（１）下水道使用料については、現行のまま新市に引き継ぐ。
　　　ただし、新市において料金統一化に向け調整する。
　　　料金徴収については、新市管理に移行した施設は、毎月徴収とする。
　５．水洗便所等改造資金融資斡旋制度に関すること
　（１）水洗便所等改造資金融資斡旋制度については、合併時に生野町、和田山町の制度を基に調整する。

丹波市 （上水道）
　１．水道給水区域については、現行とおり新市に引き継ぐ。
　　なお、柏原町石戸地区は山南町の給水区域に含める。
　２．会計は、水道事業会計と簡易水道特別会計に統一する。
　３．水道料金は現行とおりとし、新市において段階的に調整し５年後を目途に統一を図る。
　４．加入分担金は、次のとおりとする。

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）
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協議細目

先進事例
丹波市

　５．基金及び起債については、合併時の残高を持ち寄る。

（下水道）
　１．合併浄化槽設置整備事業補助金については、合併時に国庫基準、県の上乗せ基準に準じた補助に統一し、町単独の上乗
　　せ補助は、合併時に廃止する。
　２．浄化槽推進地域については、管理組合を組織するなど、組合の維持管理に対し公的支援を行う。
　３．水洗便所改造利子補給制度については、合併時に統一する。
　４．受益者分担金（工事分担金）については、現行のとおりとする。
　　加入負担金については、合併時に調整する。
　５．下水道使用料は、合併後５年を目途に統一する。
　　使用料は水道使用量による従量制とする。
　　井戸水使用者の使用料については、認定水量制とする。
　６．基金及び起債については、合併時の残高を持ち寄る。

１１，８４０，０００円

メーター口径
１３mm
２０mm
２５mm
３０mm
４０mm
５０mm
７５mm

１００mm

加入分担金
２００，０００円
４８０，０００円
７４０，０００円

１，０６０，０００円
１，９００，０００円
２，９６０，０００円
６，６６０，０００円

参　　考　　資　　料

協議項目 水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１）
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協議第４１号 

 

福祉関係事務事業の取扱い（その１）について 

 福祉関係事務事業の取扱い（その１）について提出する。 

   平成１６年６月９日提出 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

会 長   岩 槻    健           

 

 

 協定項目 

 

３－（12） 

 ⑧ 

各種事務事業の取扱い 

 福祉関係事務事業の取扱い 

 

 保育に関すること 

 

１． 町立保育施設は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 

２． 保育料について 

（１）保育料は、村岡町の例を基準として、合併時に再編する。 

（２）同一世帯から２人以上の児童の入所及び母子世帯等の児童の入所があ

る場合の減免措置は、国の基準により合併時に統一する。 

 

３． 障害児保育事業は、村岡町の制度をもとに調整し、合併時に統一する。 

 

４． 延長保育事業は、現行の３町の制度をもとに調整し、合併時に再編す

る。 

 

５． 一時保育事業は、村岡町、香住町の制度をもとに調整し、合併時に再

編する。 

 

６． 私立保育所運営支援事業は、村岡町、香住町の制度をもとに調整し、

合併時に再編する。 

 

７． へき地保育所（美方町）の運営は、現行のとおり新町へ引き継ぐが、

協力費、保育サービスの内容は、合併後に検討する。 

 

８．村岡町が実施している保育所通園バスの運行に関することは、現行のと

おり新町へ引き継ぐ。 

 

平成  年  月  日確認・継続協議 
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現況比較表

１．保育所施設数 １．保育所施設数 １．保育所施設数

２．施設の入所状況 平成16年4月現在 ２．施設の入所状況 平成16年4月現在 ２．施設の入所状況 平成16年4月現在

*秋岡へき地保育所については平成13年度より休所 ＊福岡保育所は（社）宝樹福祉会に管理運営を委託

３．開所時間 ３．開所時間 ３．開所時間

４．施設管理 ４．施設管理 ４．施設管理
○ ○ ○

○
○

５．給食 ５．給食 ５．給食
○ ○ ○

・ 3歳未満児 完全給食 ・ 3歳未満児 完全給食
・ ごはん持参 ・ 3歳以上児 ごはん持参 ・ 3歳以上児 ごはん持参

＊

7 私立

私立保育所は、各社会福祉法人が管理する。

延長

計
7

各保育所において調理している。

私立
106 37

青葉保育園 59 90

7:30～8：00　16：00～18：00
基本

110
-
5

秋岡へき地保育所 -

40
35

基本
延長

8：00～16：00
16：00～18：00

計 46
35

忠宮へき地保育所 32
小北へき地保育所 14

3
2
公立
公立
公立 26

福岡保育所
宝樹保育園
どんぐり保育園

児童数 定員 職員

種別 施設数
公立 3
私立 -
計 3

名称

計 170 225

みなと保育園 72
柴山保育所 39

定員

125

8：00～16：00
延長 7:00～8：00　16：00～19：00

基本 8：00～16：00

児童数
10 公立

15 私立
90 12 私立

定員

町立福岡保育所については（社）宝樹福祉会
に管理運営を委託している。

町による直接管理

職員

21

4547
40

町立柴山保育所は町が直接運営を行っている。
私立保育所は、各社会福祉法人が管理する。

私立 2
計 3

職員
45

名称

種別 施設数
公立 11

2
3

公立
私立
計

保育所の設置
状況

40 7 公設民営33

種別 施設数

名称 児童数

みなと保育園のみ園がご飯を用意（米
代を徴収）

学校給食センターにて保育所用に調理してい
る。

各保育所において調理している。

参　　考　　資　　料

協議項目

香住町

福祉関係事務事業の取扱い（その１） 協議細目

美方町 村岡町
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現況比較表

保育料の比較 （単位：円）

保育料

1

2

3

7

保育料の比較（年齢区分別） （単位：円）

1

2

3

7

香住町

0

8,000

25,500

26,500

32,000

4歳以上児

村岡町

15,500

20,500

国 美方町

28,500

29,500

30,500

0 0 00

4,8006,000 8,0009,000 7,200 4,800

58,000

41,500

31,900

27,000 21,600

34,800

4

5

6

44,500
64,000円以上
160,000円未満

160,000円以上
408,000円未満

64,000円未満

第1階層を除き、
前年分の所得税課
税世帯であって、
その所得税額の区
分が次の区分に該
当する世帯

80,000408,000円以上 77,000 38,500 34,600 37,000

16,500 14,800 14,000

29,000

20,200

26,900

61,000 36,600 33,500

49,000

44,500

40,000

16,500 17,000

40,000 36,000

32,000

36,000

23,000

31,100 28,900

36,000

31,000

26,500

0

28,500

21,500

33,500

階層区分

28,000

16,000

0 0 0

7,200 9,000

22,500

19,500

生活保護による被保護者世帯
（単給世帯を含む）

30,000 24,000

第1階層及び第4階
層～第7階層を除
き、前年度分の市
町村民税額が次の
区分に該当する世
帯

市町村民税
非課税世帯

17,500
市町村民税
課税世帯

36,000 30,500

C740,000 38,500 408,000円以上

250,000円以上～
408,000円円未満

80,000

58,000
160,000円以上
408,000円未満

31,000 28,500

33,500 29,500

26,500 25,500

国 美方町

3歳未満児 3歳以上児（香住町3歳児）

村岡町国 美方町 村岡町 香住町香住町

28,500 26,500

生活保護による
被保護世帯（単
給世帯を含む）

市町村民税
非課税世帯

市町村民税
課税世帯

8,500円未満

9,000 8,000 8,000

17,000

40,000

44,500

8,500円以上～
64,000円未満
64,000円以上～
90,000円未満

90,000円以上～
160,000円未満

160,000円以上～
250,000円未満

32,000

16,000 15,500

49,000 37,000 32,000

23,000

28,000

21,500 20,500

36,000

3歳未満児 3歳児 4歳以上児

0 0 0

3歳未満児 3歳以上児 3歳未満児 3歳以上児 3歳未満児 3歳以上児

A1

36,000 34,600

B1

B2

C1

C2

C3

C4

C5

C6

28,900 26,900

33,500 31,900

0 0

7,200 4,800

16,500 14,000

22,500 20,200

31,100 29,000

36,600 34,800

17,500 14,800

24,000 21,600

0 0

7,200 4,8006,000

16,500

27,000

0

5

6

第1階層及び第4階
層～第7階層を除
き、前年度分の市
町村民税額が次の
区分に該当する世
帯

第1階層を除き、
前年分の所得税課
税世帯であって、
その所得税額の区
分が次の区分に該
当する世帯

64,000円未満

生活保護による被保護者世帯
（単給世帯を含む）

市町村民税
課税世帯

4

市町村民税
非課税世帯

64,000円以上
160,000円未満

77,000

参　　考　　資　　料

協議項目 福祉関係事務事業の取扱い（その１） 協議細目

408,000円以上

階層区分
階層区分

国

61,000

美方町 村岡町 香住町

44,500 41,500

0

9,000

19,500

30,000
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現況比較表

保育料 1　同一世帯から２人以上の児童が入所している場合 1　同一世帯から２人以上の児童が入所している場合 1　同一世帯から２人以上の児童が入所している場合

（減免）

ア

イ

ウ

（3）「その他の世帯」

第2階層 0 0

第3階層 16,500 13,800

階層区分
徴収金基準額（月額）

3歳未満児 3歳以上児

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定め
る身体障害者手帳の交付を受けた者

　療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156
号）に定める療育手帳の交付を受けた者

　特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律
第134号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年
金法（昭和34年法律第141号）に定める国民年金の障害基礎
年金等の受給者

保護者の申請に基づき、生活保護法
（昭和25年法律第144号）に定める要
保護者等、特に困窮していると町長
が認めた世帯

徴収金基準額×0.5

徴収金基準額

徴収金基準額

エ　上記以外の児童 徴収金基準額×0.1

ア　最も徴収金基準額が低い児童
（最も徴収金基準額の低い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

イ　ア以外の児童のうち、最も徴
収金基準額が低い児童
（最も徴収金基準額が低い児童が
2人以上の場合は、そのうち年長
児の1人とする。）

ウ　ア、イ以外の児童のうち、最
も徴収金基準額が低い児童
（最も徴収金基準額の低い児童が
２人以上の場合は、そのうち年長
児の１人とする。）

第２～
第７階
層に属
する世
帯

第１欄 第２欄 第３欄

B1～C2
階層に
属する
世帯

ア　最も徴収金基準額が低い児童
（最も徴収金基準額の低い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

徴収金基準額

イ　ア以外の児童のうち、最も徴
収金基準額が低い児童
（最も徴収金基準額の低い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

徴収金基準額
×0.5

ウ　上記以外の児童

0

徴収金基準額
×0.1

ウ　上記以外の児童

徴収金基準額

徴収金基準額
×0.5

ア　最も徴収金基準額が高い児童
（最も徴収金基準額の高い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

イ　ア以外の児童のうち、最も徴
収金基準額が高い児童
（最も徴収金基準額の高い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

（注）１０円未満の端数は切り捨てる。

第２～
第４階
層に属
する世
帯

第５～
第７階
層に属
する世
帯

美方町

第3階層 15,500 13,000

徴収金基準額

徴収金基準額
×0.5

第2階層

階層区分
3歳未満児

参　　考　　資　　料

協議項目 福祉関係事務事業の取扱い（その１） 協議細目

村岡町 香住町

第１欄 第２欄 第３欄第１欄 第２欄 第３欄

イ　ア以外の児童のうち、最も徴
収金基準額が低い児童
（最も徴収金基準額の低い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

ア　最も徴収金基準額が低い児童
（最も徴収金基準額の低い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

2　母子世帯等の児童が入所している場合

同左

3歳以上児

徴収金基準額（月額）

0

徴収金基準額

徴収金基準額
×0.5

（注）１０円未満の端数は切り捨てる。

2　母子世帯等の児童が入所している場合

同左

徴収金基準額
×0.1

ウ　上記以外の児童

徴収金基準額
×0.1

C3～C7
階層に
属する
世帯

ア　最も徴収金基準額が高い児童
（最も徴収金基準額の高い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

イ　ア以外の児童のうち、最も徴
収金基準額が高い児童
（最も徴収金基準額の高い児童が
２人以上の場合は、そのうち１人
とする。）

0

4歳以上児

徴収金基準額（月額）

B1階層 0 0

3歳児
階層区分

3歳未満児

2　母子世帯等の児童が入所している場合

(2)「在宅障害児（者）のいる世帯」　次に掲げる児（者）を有する
世帯

ウ　上記以外の児童
徴収金基準額
×0.1

　児童の属する世帯が次に揚げる世帯の場合であって、次表に掲
げる階層に認定されたときは、この表の規定にかかわらず、それ
ぞれ次表に揚げる徴収金額とする。

(1)「母子世帯等」母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）
に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養
しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭
の世帯
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現況比較表

実施なし １．事業主体 町（障害児保育事業・町単独） １．事業主体 町（障害児保育事業・町単独）

２．対象 ２．対象
保育に欠ける障害児で 保育に欠ける障害児で
・集団保育が可能で日々通所できる児童 ・集団保育が可能で日々通所できる児童
・特別児童扶養手当の支給対象児 ・特別児童扶養手当の支給対象児

３．補助金 ３．補助金

１．事業主体 町（延長保育事業・町単独） １．事業主体 町（時間外保育事業・町単独） １．事業主体 町（延長保育事業・県補助）

２．実施保育所 ２．実施保育所 ２．実施保育所

平成16年4月 現在

平成16年4月 現在 平成16年4月 現在

３．補助金 なし ３．補助金 ３．補助金

４．保育料 2,000円（月額） ４．保育料 1,000円（月額） ４．保育料 無料

実施なし １．事業主体 各保育所 １．事業主体 町（一時保育事業・町単独）

２．実施保育所 町内全保育所 ２．実施保育所 町内全保育所

３．保育料（各保育所において設定） ３．保育料 2,000円（1日）

例　宝樹保育園 単位：円 ４．運営費

みなと保育園

一時保育事
業

小北へき地保育所

ただし、17時以降の保育日数が月保育
日数の1/2を超える場合のみ徴収

宝樹保育園
どんぐり保育園

800
半日（給食あり）
半日（給食なし）

一日
1,300
1,000

1,000

美方町 村岡町

名称
福岡保育所

　障害児が入所を希望する保育所に対して、障
害者1名につき町が以下の補助を行う。

　月額　　事務補助者日額賃金×月保育日数

名称 延長時間
16：00～18：00

　一時保育を実施した保育所に対し、1日につき
1人4,000円の運営費を交付する。2,000

延長時間
7:30～8：00　16：00～18：00
7:30～8：00　16：00～18：00
7:30～8：00　16：00～18：00

名称

　県が定める補助基準を満たして延長保育を実
施した保育所に対し、県基準額のとおり補助金
の交付を行う。

　時間外保育を実施した保育所に対し、月
30,000円の補助金の交付を行う。

香住町

青葉保育園
7:00～8：00　16：00～19：00
7:00～8：00　16：00～19：00

柴山保育所

　障害児が入所を希望する保育所に対して、障
害者1名につき町が以下の補助を行う。

　年額　　1,000,000円(月額83,000円）

延長時間
7:00～8：00　16：00～19：00

３・４歳児
1,500

参　　考　　資　　料

協議項目 福祉関係事務事業の取扱（その１） 協議細目

延長保育事
業

障害児保育
事業

１・２歳児
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福祉関係事務事業の取扱い（その１）

現況比較表

実施なし １．事業主体 町（民間保育園運営費補助事業・町単独） １．事業主体 町（保育所特別対策事業・町単独）

２．補助金 ２．補助金

○保育所運営費補助金

○保育所施設整備費補助金

１．施設の状況 該当施設なし 該当施設なし

 H13より休所

平成16年4月 現在

２．開所時間

３．施設管理
町による直接管理

４．保育所運営協力費
5,000円/月

５．延長保育協力費
2,000円/月

６．給食費
175円/日

参　　考　　資　　料

美方町 村岡町

　各保育所の年間収支に基づき、収入の不足
分について、予算の範囲内で保育所運営費補
助金を交付する。

私立保育所
運営支援事
業

協議項目 協議細目

香住町

　各保育所において適正な保育環境のもと児
童が保育されるよう、必要に応じて保育所施
設整備費補助金を交付する。

　民間保育所において、入所児童数が定員の9割
を満たない場合に、運営固定経費の1/2を基本と
して単価を定め、当該単価にその満たない児童数
を乗じた額を補助金として交付する。
　また、定員の1割の児童数に対して上記単価の
10％相当額をその児童数に乗じた額を交付する。
（年20万円を上限）

へき地保育
所に関する
こと

児童数 定員 職員
32 40 3

名称

14 35 2
忠宮へき地保育所
小北へき地保育所

計
- 35 -

46 110 5
秋岡へき地保育所

基本
延長

8：00～16：00
16：00～18：00
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福祉関係事務事業の取扱い（その１）

現況比較表

実施なし １．事業主体 町（運行は全但バスに委託） 実施なし

２．通園バス　３台(全て幼児専用バス・トヨタハイエース）

平成16年4月　現在

３．利用児童 ２歳以上児

４．保護者負担　　なし

通園バスに
関すること

参　　考　　資　　料

協議項目 協議細目

美方町 村岡町 香住町

乗車定員

12

12

18

送迎児童

25

17

23

利用保育所

福岡保育所

宝樹保育園

どんぐり保育園
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（８）各年齢の人口構成

　　　　　　（平成１６年４月１日現在）

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

0 ～ 1 歳 9 4 13 23 12 35 43 47 90 75 63 138

1 ～ 2 歳 10 5 15 18 23 41 66 53 119 94 81 175

2 ～ 3 歳 9 14 23 33 17 50 43 49 92 85 80 165

3 ～ 4 歳 6 9 15 19 31 50 75 52 127 100 92 192

4 ～ 5 歳 6 11 17 22 19 41 61 54 115 89 84 173

5 ～ 6 歳 11 9 20 28 25 53 73 69 142 112 103 215

6 ～ 7 歳 6 7 13 13 22 35 82 64 146 101 93 194

7 ～ 8 歳 20 10 30 36 25 61 80 76 156 136 111 247

8 ～ 9 歳 10 5 15 28 29 57 69 76 145 107 110 217

9 ～ 10 歳 13 10 23 25 29 54 89 75 164 127 114 241

10 ～ 11 歳 11 11 22 37 30 67 78 86 164 126 127 253

11 ～ 12 歳 7 10 17 37 33 70 82 67 149 126 110 236

12 ～ 13 歳 12 16 28 39 39 78 88 69 157 139 124 263

13 ～ 14 歳 6 8 14 31 39 70 76 81 157 113 128 241

14 ～ 15 歳 9 11 20 39 36 75 78 90 168 126 137 263

15 ～ 16 歳 12 8 20 42 39 81 93 83 176 147 130 277

16 ～ 17 歳 10 13 23 45 31 76 86 96 182 141 140 281

17 ～ 18 歳 16 10 26 49 39 88 80 101 181 145 150 295

18 ～ 19 歳 13 10 23 27 35 62 110 95 205 150 140 290

19 ～ 20 歳 18 15 33 26 33 59 101 72 173 145 120 265

20 ～ 21 歳 14 9 23 51 42 93 65 81 146 130 132 262

21 ～ 22 歳 16 12 28 28 24 52 69 91 160 113 127 240

22 ～ 23 歳 17 8 25 31 28 59 83 51 134 131 87 218

23 ～ 24 歳 11 8 19 29 20 49 65 64 129 105 92 197

24 ～ 25 歳 14 10 24 34 19 53 62 57 119 110 86 196

25 ～ 26 歳 9 9 18 33 16 49 74 58 132 116 83 199

26 ～ 27 歳 8 10 18 28 31 59 62 63 125 98 104 202

27 ～ 28 歳 7 8 15 25 17 42 70 78 148 102 103 205

28 ～ 29 歳 9 13 22 20 30 50 83 60 143 112 103 215

29 ～ 30 歳 10 15 25 23 22 45 83 62 145 116 99 215

30 ～ 31 歳 10 12 22 38 32 70 83 67 150 131 111 242

31 ～ 32 歳 13 6 19 28 22 50 64 74 138 105 102 207

32 ～ 33 歳 13 8 21 22 27 49 62 71 133 97 106 203

33 ～ 34 歳 12 12 24 32 24 56 93 76 169 137 112 249

34 ～ 35 歳 12 9 21 27 29 56 64 75 139 103 113 216

35 ～ 36 歳 9 6 15 28 21 49 52 78 130 89 105 194

36 ～ 37 歳 11 11 22 25 37 62 71 69 140 107 117 224

37 ～ 38 歳 11 13 24 30 24 54 67 56 123 108 93 201

38 ～ 39 歳 8 10 18 28 28 56 71 65 136 107 103 210

39 ～ 40 歳 12 9 21 23 32 55 91 78 169 126 119 245

40 ～ 41 歳 7 9 16 32 25 57 74 74 148 113 108 221

41 ～ 42 歳 14 9 23 36 36 72 72 97 169 122 142 264

42 ～ 43 歳 10 11 21 39 44 83 85 67 152 134 122 256

43 ～ 44 歳 11 6 17 44 40 84 87 83 170 142 129 271

44 ～ 45 歳 9 16 25 42 34 76 94 93 187 145 143 288

45 ～ 46 歳 11 13 24 45 36 81 91 80 171 147 129 276

46 ～ 47 歳 10 15 25 46 41 87 76 83 159 132 139 271

47 ～ 48 歳 15 15 30 33 28 61 105 96 201 153 139 292

48 ～ 49 歳 17 9 26 37 49 86 102 85 187 156 143 299

49 ～ 50 歳 20 11 31 43 38 81 107 90 197 170 139 309

年齢区分
計村岡町 香住町美方町
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50 ～ 51 歳 23 22 45 46 43 89 95 76 171 164 141 305

51 ～ 52 歳 15 11 26 53 37 90 98 92 190 166 140 306

52 ～ 53 歳 11 15 26 52 53 105 113 89 202 176 157 333

53 ～ 54 歳 28 15 43 47 42 89 122 112 234 197 169 366

54 ～ 55 歳 17 15 32 64 44 108 130 110 240 211 169 380

55 ～ 56 歳 20 18 38 50 49 99 95 130 225 165 197 362

56 ～ 57 歳 20 17 37 50 44 94 116 119 235 186 180 366

57 ～ 58 歳 13 22 35 37 44 81 71 77 148 121 143 264

58 ～ 59 歳 11 18 29 34 31 65 48 55 103 93 104 197

59 ～ 60 歳 12 15 27 33 46 79 79 87 166 124 148 272

60 ～ 61 歳 17 18 35 41 49 90 80 101 181 138 168 306

61 ～ 62 歳 14 15 29 33 38 71 89 103 192 136 156 292

62 ～ 63 歳 20 21 41 46 48 94 100 124 224 166 193 359

63 ～ 64 歳 11 25 36 40 36 76 86 110 196 137 171 308

64 ～ 65 歳 14 12 26 35 40 75 69 89 158 118 141 259

65 ～ 66 歳 13 23 36 35 36 71 60 81 141 108 140 248

66 ～ 67 歳 20 21 41 57 60 117 89 103 192 166 184 350

67 ～ 68 歳 17 21 38 42 58 100 102 94 196 161 173 334

68 ～ 69 歳 25 33 58 42 79 121 83 105 188 150 217 367

69 ～ 70 歳 21 18 39 50 47 97 79 98 177 150 163 313

70 ～ 71 歳 24 25 49 53 65 118 79 91 170 156 181 337

71 ～ 72 歳 21 38 59 56 54 110 89 98 187 166 190 356

72 ～ 73 歳 30 24 54 68 63 131 86 97 183 184 184 368

73 ～ 74 歳 23 25 48 45 77 122 75 101 176 143 203 346

74 ～ 75 歳 9 21 30 46 61 107 77 105 182 132 187 319

75 ～ 76 歳 25 27 52 61 56 117 82 111 193 168 194 362

76 ～ 77 歳 24 28 52 52 58 110 47 79 126 123 165 288

77 ～ 78 歳 15 24 39 49 47 96 62 100 162 126 171 297

78 ～ 79 歳 17 27 44 50 63 113 62 73 135 129 163 292

79 ～ 80 歳 16 33 49 37 54 91 42 60 102 95 147 242

80 ～ 81 歳 10 30 40 29 46 75 44 73 117 83 149 232

81 ～ 82 歳 13 24 37 22 40 62 33 67 100 68 131 199

82 ～ 83 歳 10 25 35 16 39 55 52 67 119 78 131 209

83 ～ 84 歳 11 22 33 20 47 67 22 63 85 53 132 185

84 ～ 85 歳 7 20 27 16 29 45 14 44 58 37 93 130

85 ～ 86 歳 10 12 22 12 32 44 22 41 63 44 85 129

86 ～ 87 歳 4 15 19 15 28 43 20 47 67 39 90 129

87 ～ 88 歳 7 10 17 11 34 45 16 35 51 34 79 113

88 ～ 89 歳 7 10 17 8 17 25 12 29 41 27 56 83

89 ～ 90 歳 3 12 15 11 15 26 5 26 31 19 53 72

90 ～ 91 歳 3 4 7 9 21 30 11 15 26 23 40 63

91 ～ 92 歳 4 12 16 2 18 20 5 26 31 11 56 67

92 ～ 93 歳 2 6 8 7 19 26 8 10 18 17 35 52

93 ～ 94 歳 2 9 11 3 10 13 1 12 13 6 31 3

94 ～ 95 歳 1 6 7 2 4 6 1 12 13 4 22 2

95 ～ 96 歳 0 4 4 4 4 8 0 11 11 4 19 2

96 ～ 97 歳 1 2 3 3 2 5 1 9 10 5 13 1

97 ～ 98 歳 1 5 6 1 4 5 0 4 4 2 13 1

98 ～ 99 歳 0 3 3 1 3 4 1 3 4 2 9

99 ～ 100 歳 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0 6 6

100 ～ 歳 0 4 4 0 2 2 0 2 2 0 8 8

計 1,206 1,391 2,597 3,193 3,419 6,612 6,653 7,147 13,800 11,052 11,957 23,009

（資料：各町住民基本台帳）

7

6

3

8

5

11
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先進事例 新市町名

養父市 1 町立保育施設については、現行のまま新市へ引き継ぐ。定員については合併時までに調整する。

2 保育料については合併時までに調整する。

ア階層区分については、国の保育所徴収金基準額表の階層区分とする。

イ新市においては少子化、子育て支援施策として保育料の軽減を行う。

ウ保育料は合併時までに統一する。

エ5歳児は幼稚園保育料との調整から8,500円とする。

3 延長保育については、新たに制度を設ける。

4 一時保育については、合併時に調整する。

5 通園バスについては、現行のまま新市に引き継ぐ。送迎料金は無料とする。

朝来市 1 保育料に関すること

①保育料は国の徴収基準を参考に、合併時までに定める。

②

2 延長保育（公立保育所）に関すること

　公立保育所の延長保育事業は、合併時に再編する。

3 一時保育（公立保育所）に関すること

　公立保育所の一時保育事業は、合併時に再編する。

4 保育所バス運行事業

　朝来町の保育所バス運行事業は、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後概ね3年以内に再編する。

豊岡市 1

2 延長保育事業に係る利用料及び利用時間は、豊岡市の例により調整する。

3 一時保育事業に係る利用料及び利用時間は、豊岡市の例により調整する。

4 障害児保育事業は、豊岡市の例により加配基準を設け、重度食物アレルギー児対策は日高町の例による。

5 民間保育所経営支援は、豊岡市の例により調整する。

別表

生活保護世帯

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

所得税額 64,000円未満

所得税額 64,000円以上

160,000円未満

所得税額 160,000円以上

408,000円未満

所得税額 408,000円以上

第5階層

第6階層

50,000円

0円

45,000円 37,000円

38,000円

第4階層

第7階層

23,000円

38,000円 32,000円

0円

8,000円

18,500円

26,000円

16,000円

35,000円

34,000円

30,000円

23,000円

調　　整　　内　　容

参　　考　　資　　料

協議項目

3歳未満児 3歳児 4歳以上児

福祉関係事務事業の取扱い（その1）

階層

同一世帯から2人以上の乳幼児が入所している場合及び母子世帯等の場合の保育料減免については、合併時までに国の基準を参
考に調整する。病気等による休所の場合の保育料減免については、合併時までに和田山町の制度をもとに調整する。

保育料は別表のとおりとする。ただし、出石町及び但東町に所在する保育園に入園する場合に限り、激変緩和として合併後3年間経
過措置を設ける。また、日高町における幼稚園未設置校区の5歳未満時保育料の上限は、日高町の例による。

第1階層

第2階層

第3階層

区分

16,000円

0円

6,000円 6,000円
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協議第４２号 

 

合併の期日の変更について 

 

 合併の期日の変更について協議する。 

 

   平成１６年６月９日提出 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

会 長   岩 槻    健           

 

 

 協定項目 

 

 

１－（２） 

 

 

合併の期日 

 

 

 平成１５年１２月２４日に開催した第１回合併協議会において確認された

合併の期日について、下記のとおり改める。 

 

記 

 

 「平成１７年３月３１日までに合併する。平成１７年３月１日を目標期日と

する。」を「合併の期日は、平成１７年４月１日とする。」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日確認・継続協議
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合併期日を平成 17 年４月１日とする理由 

 

 従来の合併特例法においては、平成 17 年３月 31 日までに合併が行われるこ

とを要件としているため、本協議会も「平成 17 年３月 31 日までに合併する。

平成 17 年３月１日を目標期日とする。」としていた。 

 このほど同法の改正があり、平成 17 年３月 31 日までに市町村が議会の議決

を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成 18 年３月 31 日までに合併を行

ったものについては現行合併特例法の規定を適用することとなった。 

 合併の期日は、本来、通常の会計年度の始期と合わせることが最も妥当であ

り、従って、合併期日を平成 17 年４月１日とする。   
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